
 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

案要綱 

資料№3-1 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
関
係
助
成
金
等
の
見
直
し

一

特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
制
度
の
改
正

１

成
長
分
野
人
材
確
保
・
育
成
コ
ー
ス
助
成
金
を
創
設
し
、
当
分
の
間
、

に
該
当
す
る
事
業
主
に
対
し
て

に
定

（一）

（二）

め
る
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

（一）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
主
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
職
業
安
定
局
長
（
以
下
「
職
業
安
定
局
長
」
と

(１)
い
う
。
）
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
を
雇
い
入
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

イ

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
以
下
「
雇
保
則
」
と
い
う
。
）
第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
雇
入

れ
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ロ

雇
保
則
第
百
十
条
第
七
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ハ

雇
保
則
第
百
十
条
第
九
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ニ

雇
保
則
第
百
十
条
第
十
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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ホ

雇
保
則
第
百
十
条
第
第
十
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

ヘ

雇
保
則
附
則
第
十
五
条
の
五
第
二
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

資
本
金
、
資
金
、
人
事
、
取
引
等
の
状
況
か
ら
み
て
対
象
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
た
事
業
主
と
密
接
な
関
係

(２)
に
あ
る
他
の
事
業
主
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

の
雇
入
れ
の
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
前
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
ま
で
の
間
（

に
お
い

(３)

（１）

(４)

て
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
事
業
所
の
労
働
者
を
解
雇
し
た
事
業
主
（
天

災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
又
は
労
働
者
の
責
め
に
帰
す

べ
き
理
由
に
よ
り
解
雇
し
た
事
業
主
を
除
く
。
）
以
外
の
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

当
該
雇
入
れ
に
係
る
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
基
準
期
間
に
離
職
し
た
も
の
の
う
ち
当
該
基

(４)
準
期
間
に
特
定
受
給
資
格
者
と
し
て
受
給
資
格
の
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の
の
数
等
か
ら
判
断
し
て
、
適
正
な
雇

用
管
理
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

当
該
事
業
所
の
労
働
者
の
離
職
状
況
及
び

の
雇
入
れ
に
係
る
者
に
対
す
る
賃
金
の
支
払
の
状
況
を
明
ら
か

(５)

（１）

に
す
る
書
類
を
整
備
し
て
い
る
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。
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の
雇
入
れ
に
係
る
者
の
雇
用
管
理
に
関
す
る
事
項
の
把
握
を
行
っ
た
事
業
主
で
あ
る
こ
と
。

(６)

（１）
次
に
掲
げ
る
事
業
主
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
規
定
に
定
め
る
額

（二）

イ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
七
十
五
万
円
（
中

(１)

（一）
(１)

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

ロ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
九
十
万
円
（
中
小

(２)

（一）
(１)

企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
五
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安
定

局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

ハ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
七
十
五
万
円
（
中

(３)

（一）
(１)

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

ニ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
七
十
五
万
円
（
中

(４)

（一）
(１)

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安
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定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

ホ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
七
十
五
万
円
（
中

(５)

（一）
(１)

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
八
十
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業

安
定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

ヘ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
を
行
っ
た
事
業
主

当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
、
七
十
五
万
円
（
中

(６)

（一）
(１)

小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）

２

１

の
雇
入
れ
に
つ
い
て
、
短
時
間
労
働
者
等
を
雇
い
入
れ
た
場
合
の
特
例
を
次
の
と
お
り
設
け
る
も
の
と
す

（一）
(１)

る
こ
と
。

１

イ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
（

の

か
ら

ま
で

（一）

（一）
(１)

（二）

（１）

（３）

に
掲
げ
る
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
１

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七

（二）
（１）

（二）
（１）

十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業

主
に
あ
っ
て
は
、
六
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。
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１

イ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
次
に
掲
げ
る
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お

（二）

（一）
(１)

け
る
１

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十

（二）
（１）

（ニ）
（１）

万
円
）
」
と
あ
る
の
は
「
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。

身
体
障
害
者

(１)

知
的
障
害
者

(２)

精
神
障
害
者

(３)
１

イ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
雇
入
れ
る
場
合
（
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い

（三）

（一）
(１)

入
れ
る
場
合
及
び

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
を
雇
い
入
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
１

の
規
定
の

（四）
(１)

(五)

（二）
（１）

適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
九
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
八
十
万
円
」
と
す
る
こ
と
。

（二）
（１）

身
体
障
害
者

(１)

知
的
障
害
者

(２)
１

イ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
を
雇
入
れ
る
場
合
（
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い

（四）

（一）
(１)

入
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
１

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七
十
五
万
円
（
中
小
企

（二）
（１）

（二）
（１）
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業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
五
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
三

百
六
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。

重
度
身
体
障
害
者

(１)

重
度
知
的
障
害
者

(２)

四
十
五
歳
以
上
の
身
体
障
害
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(３)

(１)

四
十
五
歳
以
上
の
知
的
障
害
者
（

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）

(４)

(２)

精
神
障
害
者

(５)
１

ロ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
け
る
１

の
規

（五）

（一）
(１)

（二）
(２)

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
九
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
五
万
円
）
」
と
あ
る
の

（二）
(２)

は
、
「
六
十
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
七
十
五
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。

１

ハ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
け
る
１

の
規

（六）

（一）
(１)

（二）
(３)

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
」
と
あ
る

（二）
(３)

の
は
、
「
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
六
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。
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１

ホ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
け
る
１

の
規

（七）

（一）
(１)

（二）
(５)

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
八
十
万
円
）
」
と
あ

（二）
(５)

る
の
は
、
「
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
百
二
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。

１

ヘ
に
該
当
す
る
雇
入
れ
で
あ
っ
て
、
短
時
間
労
働
者
と
し
て
雇
い
入
れ
る
場
合
に
お
け
る
１

の
規

（八）

（一）
(１)

（二）
(６)

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
１

中
「
七
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
九
十
万
円
）
」
と
あ
る

（二）
(６)

の
は
、
「
四
十
五
万
円
（
中
小
企
業
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
六
十
万
円
）
」
と
す
る
こ
と
。

二

ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
制
度
の
改
正

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
継
続
的
に
労
働
力
の
確
保
を
要
す
る
状
態
に
あ
り
、
特
に
支
援
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
事
業
主
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成

金
の
対
象
と
な
る
求
職
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
一
万
円
（
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
を
増
額
し
て
支

給
す
る
も
の
と
し
、
当
該
事
業
主
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
助
成
金
の
対
象
と
な
る
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求
職
者
を
短
時
間
労
働
者
と
し
て

に
あ
っ
て
は
、
当
該
雇
入
れ
に
係
る
者
一
人
に
つ
き
六
千
二
百
円

雇
い
入
れ
た
場
合

（
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
満
た
な
い
と
き
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
）
を
増

額
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
制
度
の
改
正

（
略
）

四

人
材
開
発
支
援
助
成
金
制
度
の
改
正

（
略
）

第
二

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


